
函館市消費生活センター条例

特定非営利活動法人函館消費者協会

市民の消費生活の安定および向上を図るため

昭和４９年１１月２２日

（株）中合棒二森屋店本館６階スペース　１１０．７３㎡

開所時間　午前１０時～午後６時

　　　　　（ただし，市長が必要と認めたときは変更することができる。）

休 所 日　１月１日～１月３日，１２月２９日～１２月３１日

　　　　　（ただし，市長が必要と認めるときは，臨時に休所し，または休所日において

　　　　　臨時に開所することができる。）

※利用料金制の採用　　　　□有　　・　　☑無　

１　指定管理者が行う主な業務の内容および実施状況等

（１）管理業務

　　【業務内容】

　　　・消費生活に関する相談，消費生活に関する商品テスト

　　　・センターの維持管理に関すること。

　　【実施状況】

　　　・適正に実施

（２）委託事業

　　【業務内容】

　　　・消費生活に関する知識の普及および情報の提供

　　【実施状況】

　　　・適正に実施（出前講座，啓発資料の配付など）

（３）自主事業

　　【業務内容】

　　　・函館消費者大学

　　【実施状況】

　　　・適正に実施（平成３０年５月～１０月開講　受講生１８３名）

２　市民サービス向上のためのその他の取り組み実績

（１）市民および利用者に関することへの取り組み（パソコンの利用サービス ほか）土・日・祝日も市民の相談を受けることができる体制が図られている。
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  平成30年度（２０１８年度）　指定管理者業務実績シート

作成年月日　令和元年(2019年) 6月25日

函館市消費生活センター（函館市若松町１７番１２号　㈱中合棒二森屋店本館６階）
※平成３１年（２０１９年）２月８日に若松町１６番８号　函館駅前ビル５階に移転

※平成３１年２月８日から　函館駅前ビル５階スペース　８４．９８㎡

平成２９年４月１日～Ｈ３４年(Ｒ４年)３月３１日
（2017年4月1日～2022年3月31日）

公　募
非公募

選定
区分



３　市民ニーズの把握の実施状況

（１）センター内にご意見箱設置

　　　意見なし

（２）出前講座受講者に対するアンケート調査実施

      　回数 ： ７回（計４４５名）

 　　　主な意見…声も聞き取りやすく内容もとてもわかりやすかった。参考になりました。勉強になりました。

　　　　　　　　ためになった。たくさんの具体例を聞きたい。

　　　　　　　　後ろの席に座ったためか早口で聞きづらかった。　　　　　　　　

４　施設の利用状況（利用者数，稼働率など）

・平成３０年度の分類別相談件数

・年度別受付件数
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５　指定管理者の収支状況

委託料

その他収入

人件費

報償費

旅費

需用費

役務費

負担金

使用料および賃借料

公租公課費

６　モニタリングの主な実施状況および指定管理者に対する改善指示等の実施状況

（１）事業報告書（年次）に関するもの

①　施設使用状況報告書（実施状況：令和元年6月 実施） 

・書類確認による実施 ／ 利用実績報告書（月報）などとの照合

②　事業実施状況報告書（実施状況：令和元6月 実施）  

・書類確認による実施 ／ 事業計画書，定期報告書などとの照合

③　収支決算書（実施状況：令和元年6月 実施）  

・書類確認による実施 ／ 収支計画書などとの照合

④　団体の経営状況を証明する書類（実施状況：令和元年6月 実施）  

・書類確認による実施 ／ 収支計画書などとの照合

（２）定期報告書（月報）に関するもの

①　利用実績報告 

・書類確認による実施 ／ 個別相談情報などとの照合（実施状況：毎月）

②　勤務予定および実績  

・書類確認による実施 ／ 事業計画書等との照合（実施状況：毎月）   

③　事業予定および実績 

・書類確認による実施 ／ 事業計画書等との照合（実施状況：毎月）   

（３）その他の報告書に関するもの

①　利用者アンケート実施報告書（実施状況：随時，出前講座実施時）    

②　事故発生状況等報告書／該当する事案なし  

③　クレーム処理等報告書／該当する事案なし    

（４）実地調査によるモニタリング

①　指定管理業務実地調査（定期調査）の実施（実施状況：令和元年6月）

②　指定管理者との定期的ミーティングの実施（実施状況：随時）

③　実施体制（職員の配置，接客態度等）の確認（実施状況：随時）

（５）指定管理者に対する改善指示等の実施状況 ／ 該当する事案なし

（６）指定管理者による自己評価の実施（平成31年3月31日）

（７）市の指定管理者に対する実績評価の実施（令和元年6月25日）

実地調査の実施　　有　・　無
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７　指定管理者に対する評価

（１）指定管理者の自己評価

業務の履行

状況

サービスの

質の状況

団体の経営

状況

（２）市の指定管理者に対する実績評価

業務の履行

状況

サービスの

質の状況

団体の経営

状況

協定書を遵守し，事業計画書及び仕様書の水準以上がなされている。

協定書を遵守し，事業計画書及び仕様書の水準どおり行われている。

協定書の遵守しているが，事業計画書及び仕様書の水準をやや満たしておらず，課題がある。

協定書や事業計画書に不履行がある。または，業務水準を満たしていない。

事業収支，経営状況に問題はない。

事業収支，経営状況の今後に注意を要する。

事業収支，経営状況に早急な改善を要する。

事業収支の適切な管理運用に努めてい
る。

課題と今後の対応

■Ａ
□Ｂ
□Ｃ
□Ｄ

■Ａ
□Ｂ
□Ｃ
□Ｄ

消費生活相談だけに留まらず，消費被
害を未然に防止し，消費者の安全安心
を確保することができる総合的な機能
を有する運営に努めてまいりたい。

□Ａ
■Ｂ
□Ｃ
□Ｄ

評価 課題と今後の対応

身近な相談窓口として，法令改正やＩＴ
等の情報提供など，総合的な市民の付託
に応えるため，日頃から知識や情報の劣
化に注意し良質なサービスの提供に努め
ている。

区分 評価

従業員の資質向上のため，研修派遣等に
精力的に取り組むとともに，市民の利便
性に配慮した運営がなされている。

消費生活センターに期待される役割が
ますます大きなものとなるなか，日々
高度複雑化する相談に対応できるよう
今後とも資質の向上に努め，良好な相
談体制を維持していただきたい。

■Ａ
□Ｂ
□Ｃ

Ｂ

今後とも良質なサービスの提供に努め
るとともに，ホームページの更新も含
め積極的な情報発信を行うなど，施設
の周知に取り組んでいただきたい。

■Ａ
□Ｂ
□Ｃ
□Ｄ

施設管理状況に応じ柔軟適切な収支バ
ランスに努めるものである。

少子高齢化，高度情報化，国際化な
ど，極めて多様な社会情勢において，
身近な消費生活相談の役割は重要性を
増し，種々法令の改正，情報の多様性
などを踏まえて対応できる従業員の質
の向上と相談体制の維持を図ってまい
ります。

今後も事業収支の適正な処理および適
正な運営に努めていただきたい。

Ａ

■Ａ
□Ｂ
□Ｃ

事業収支，経営状況に問題はない。

評価の内容

区分

法令および協定に定める仕様を遵守し，
さらに相談業務の質の向上に精力的に取
り組み，地域の消費生活向上に重要な役
割を果たしている。

評価の内容

指定管理者制度の趣旨及び消費生活セン
ターの役割を十分認識し，法令や協定事
項等を遵守する中で，市民に信頼される
消費生活センターの運営に努めてまいり
ます。

Ｂ

Ｃ

◎「業務の履行状況」「サービスの質の状況」

Ｄ

Ｃ

◎「団体経営状況」

Ａ


